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平成２５年度改選理事候補者の推薦について  

 
  
        平成 24 年 10 月 19 日 

平成 25 年度選挙管理委員 
井上  豪（大阪大学） 
山縣ゆり子（熊本大学） 

 
 平成 25 年度の理事候補者を、平成 24 年 11 月 12 日までにメールで蛋白質科学会事務局（pssj@senri
-inter.jp）宛てに推薦してください。 
 
 日本蛋白質科学会の理事は、2 年任期で毎年約半数を改選しております。当学会の理事職には、学

会のさまざまな活動の企画運営や会計作業など、多くの実務を担当していただくほか、今後学会をど

ういうものにしていくのかという実質的な方向性を考え、若手の意見を反映させる役割をはたすこと

が期待されております。従って、さまざまな階層の会員の皆様からの推薦によって、分野、地域性、

性別、年齢などの多様性を持った理事を選出することが求められています。 
 
 会員の皆様には、以上のような当会の理事職の位置づけをご考慮の上、平成 25 年 3 月末で任期を

終了する理事（下記役員名簿○印および△印）に代わる新たな理事候補者の推薦をお願いします。添

付の「日本蛋白質科学会の会員名簿」（会員名簿.pdf）を参考に、理事候補者を推薦ください。メール

には、理事候補者の氏名、所属、推薦者の氏名、連絡先をご記入ください。推薦する候補者の数に制

限はありませんが、全体では 90 名程度を考えています。 
 
 なお、会則第 13 条（「連続 2 期 4 年選出された理事は、その後 1 年間選出されることはできない」）

により、下記の方は推薦できません。 
 

平成 25 年 3 月までの 4 年間の理事（敬称略）： 
   井上豪、黒木良太、城宜嗣 
 
 理事候補者の推薦締切りは平成 24 年 11 月 12 日(月)とします。以上、よろしくお願いします。 
 

電子メール版ニュースレター発行 
〒562-8686 大阪府箕面市稲 4-1-2 千里インタ-ナショナル内 

日本蛋白質科学会事務局 
Tel: 072-729-4125, Fax: 072-729-4165 

E-mail: pssj@senri-inter.jp URL: http://www.pssj.jp 
(編集責任者：高橋 聡)    
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２０１２年度日本蛋白質科学会役員名簿  
 
役職（2012）  氏 名 所属機関名  
 
会長  中村 春木 大阪大学蛋白質研究所  
副会長  有坂 文雄 東京工業大学大学院生命理工学研究科 
副会長  貝淵 弘三 名古屋大学大学院医学系研究科  
庶務担当理事（正） ○ 津本 浩平 東京大学医科学研究所  
庶務担当理事（副）  栗栖 源嗣 大阪大学蛋白質研究所  
会計担当理事（正） ○ 養王田 正文 東京農工大学工学部生命工学科  
会計担当理事（副）  中川 敦史 大阪大学蛋白質研究所  
広報担当理事（正） ○ 稲葉 謙次 九州大学生体防御医学研究所  
広報担当理事（副）  高橋 聡 東北大学多元物質科学研究所  
広報担当理事（副）  田口 英樹 東京工業大学大学院生命理工学研究科 
渉外担当理事（正） △ 黒木 良太 日本原子力研究開発機構  
渉外担当理事（副）  前田 宜丈 協和発酵キリン株式会社  
男女参画担当理事（正）  長野 希美 産業技術総合研究所  
男女参画担当理事（副）  加藤 晃一 岡崎統合バイオサイエンスセンター  
若手育成担当理事（正） ○ 前仲 勝実 北海道大学大学院薬学研究院  
若手育成担当理事（副）  茶谷 絵理 神戸大学大学院理学研究科  
理事・選管 △ 井上 豪 大阪大学大学院工学研究科  
理事 ○ 岩田 想 京都大学大学院医学研究科  
理事  大島 泰郎 共和化工株式会社環境微生物研究所  
理事  桑島 邦博 岡崎統合バイオサイエンスセンター  
理事  嶋田 一夫 東京大学大学院薬学系研究科  
理事 △ 城 宜嗣 理化学研究所播磨研究所  
理事 ○ 田中 勲 北海道大学大学院先端生命科学研究院 
理事  月原 冨武 兵庫県立大学大学院生命理学研究科  
理事  濡木 理 東京大学大学院理学系研究科  
理事 ○ 若槻 壮市 高エネルギー加速器研究機構  
  
会計監査  阿久津 秀雄 大阪大学蛋白質研究所  
会計監査・選管  山縣 ゆり子 熊本大学大学院医学薬学研究部  
     

○および△印の役員の任期は、平成25年3月31日まで。 
その他の役員の任期は、平成26年3月31日まで。  
○および△印の役員は、今回の改選の対象となります。 
△印の役員は、連続2期4年選出されているため、今回の選挙では被選挙権はありません。
  

 
 

 


